
 

 

『西区もしもカード』普及啓発への御協力について 

 

『西区もしもカード』のご紹介 ～緊急事態「もしも」に備え、本人情報を記載する携帯型カードです。～                                            

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課 題                                             
 

◆高齢者等以外の支援者側となる方への周知不足 

→ 高齢者等が「もしもカード」を携帯していることを、支援者側が知らなければ、 

迅速かつ適切な対応につなぐことはできないと考え、ますますの周知が必要です。 

 

 

緊急事態「もしも」って、どんな時？ 

・外出先で、突然体調が悪化した時 

・緊急時、住所氏名を思い出せなくなった時 

・家への帰り道が分からなくなった時 など 

 

 

『西区もしもカード』を携帯することで。。。 

１ ご本人の身元確認がスムーズとなり、医療機関との 

連携など迅速かつ適切な対応が可能となります。 

２ ご家族等への連絡もスムーズとなり、ご本人・ 

ご家族の安心につながります。 

 

 

 

 

 

 

オモテ 

ウラ 

＜仕様＞ 

●用紙：上質紙 180k   

●サイズ：縦 55×横 91mm 

●形状：角丸加工   

 

西区の目指す姿 

「いつまでも住み慣れた地域で、自分らしく安心して暮らし続けることができるまち」 



 

 

御協力いただきたいこと                                            

◆『西区もしもカード』のデータをご提供いたします。 

◆ データを使用し、御協力いただける範囲で印刷し、業務の中で関係する方や機関・団体、 

また窓口等において配布をお願いします。 

◆『西区もしもカード』の存在を、ひとりでも多くの方へ知らせてください。 

その他                                                               

◆ 御協力いただいた活動実績は、広報よこはま西区版・ホームページ等により公表させて 

いただきます。 

ご相談・お問合せ先 ～ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください～                                        

西区役所 高齢・障害支援課 高齢担当 

TEL ０４５（３２０）８４１０  FAX ０４５（２９０）３４２２ 

【受付時間：月～金（祝日除く）８時４５分～１７時００分】 
 

  
 

 


